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１ 施設管理に関する基本方針 
（１）施設の管理運営について 
  ① 基本理念について 
  ② 予算の執行について 
  ③ サービスのあり方について 
（２）施設の管理運営に対するニーズ等の把握について 
  ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方 
  ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方 
  ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携 
（３）施設でのサービスの提供に対する考え方について 
  ① サービス提供に関する基本的な考え方 
  ② 施設の利用に関する取扱いについて 
  ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について 
  ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて 
（４）施設の経営に関する考え方について 
  ① 本年度の経営に関する基本方針について 
  ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について 
  ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて 
（５）職員体制・情報保持等の考え方について 
  ① 職員の配置及び採用について 
  ② 職員の研修計画について 

③ 個人情報の保護の措置について 
（６）緊急時対策について 
  ① 防犯、防災の対応について 
  ② その他緊急時の対応について 
（７）施設の保全について 
  ① 建物・設備等の保守・点検ついて 
  ② 清掃業務について 
  ③ 植栽・樹木の維持管理について 
 
２ 自主事業に関すること 
（１）自主事業計画に対する基本的な考え方 

① 自主事業について 
② 自主事業の運営方法について 
③ ＰＲの強化について 

 
３ 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて（必要に応じて別紙(様式任 
意)で作成をお願いします。） 

（１）稼働率向上に向けた取り組みについて 
（２）利用料金収入増に向けた取り組みについて 
（３）幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて 
（４）その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて 
 
 
 
 
 
 



１ 施設管理に関する基本方針 
 
 
（１）施設の管理運営について 
  ① 基本理念について 
  ② 予算の執行について 
  ③ サービスのあり方について 
   
① 基本理念 

緑区区民利用施設協会は、平成７年に設立し、「区民利用施設（地区センター、コミ

ュニティハウス）の管理運営及び区民が参加する活動への支援等」を行い、区民を主体

とした活動とふれあいのある快適な地域社会の実現に貢献していくことを目的に取り

組んでいます。 
  霧が丘コミュニティハウス（以下「コミュニティハウス」と言う。）の管理運営にあ

たっては、関係法令・条例等を始め、コミュニティハウス利用要綱、提案書、事業計

画書等に基づき、公平公正な管理運営を行っていきます。又、地域の方々や利用者の

方々からのニーズを踏まえて、文化活動・スポーツ・レクリェーション活動など、区

民の多目的な活動・交流の場として「地域に根ざした、区民に親しまれ、利用者にと

って使いやすい施設」の実現を目指した管理運営を心がけてまいります。 
 

② 予算の執行について 
・厳しい財政状況の中、印刷代収入など小さな収入を積み重ねるとともに徹底した経費

の節減に努め、利用者サービスの向上を目指します。 
・経費の執行にあたっては、重要性・緊急性・優先性等を考慮に入れて節減に努め、 
「最小の経費で最大の効果」をあげるようコスト削減に努めます。 
・予算の余剰金は、施設運営やサービスの向上のみに使用してまいります。 
 

③サービスのあり方について 
団体利用の皆様には、特に公平な対応を基本とし、安心・安全で満足いただける

施設とお客様の意識を持った対応を心掛けるとともに、指定管理者制度が利用者に

とってより利便性が高まるよう、地域ニーズや利用者の声に耳を傾けるとともに、

霧が丘コミュニティハウス運営委員会（以下「運営委員会」と言う。）の提言などを

尊重して、地域の力や知恵をいただき管理運営に生かしてまいります。 
 



１ 施設管理に関する基本方針 
 
 
（２）施設の管理運営に対するニーズ等の把握について 
  ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方 
  ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方 
  ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携 
 
 
① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方 
小学校跡地を利用した複合施設「霧の里」内に設置され、地域住民の強い希望もあり開

館した施設となっています。 

利用圏は霧が丘連合自治会を中心とした範囲の地域となっています。霧が丘は、安定

した地域社会を構成しており、連合自治会を中心に防犯、防災に力をいれた高い地域力

をもつ地区となっています。このような霧が丘地区の築かれた地域コミュニティをさら

に醸成できるよう、地域とのつながりを大切に、幼児から高齢者まで幅広い世代が安全

に安心して、さらに気軽に利用できるような施設運営を心がけてまいります。 

 

② 地域特性、地域ニーズ 

・運営委員会や利用者懇談会を開催するほか、利用者提案箱や利用者アンケートなどに

より、利用者の声をコミュニティハウスの運営に反映してまいります。 

・利用者のニーズは、定期的なアンケート調査を行い、行政との調整や費用対効果を 

十分検討し、可能な限り自主事業や施設運営に反映してまいります。 

・施設を常時利用されている方からは、スタッフが気軽に声をかけ、コミュニケーシ 

ョンを図る中で利用者ニーズを把握してまいります。 

・地域活動に精通したスタッフを採用することで地域と連携を密にし、地域住民の繊 

細なニーズの把握にも努めてまいります。 

 

③ 他施設、地域活動をする団体、との連携 

・ケアプラザやインターナショナルスクールが併設された複合施設の中の一施設として

互いに協力しあい、誰もが安全・安心に利用できる施設管理に努めてまいります。 

 

・区内の地区センターやコミュニティハウスとの連携を密にするため、定期的な情報交

換会を開催してまいります。 
   

・併設の施設との連携の第一歩として、福祉・保健活動やボランティア活動の場として

の利用を促進し、地域の支えあい活動の支援を模索してまいります。 
 

 



１ 施設管理に関する基本方針 
 
 
（３）施設でのサービスの提供に対する考え方について 
  ① サービス提供に関する基本的な考え方 
  ② 施設の利用に関する取扱いについて 
  ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について 
  ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて 
 
①サービス提供に関する基本的な考え方 
・地域の方々が、「また利用したい」「身近なオアシス」と思ってもらえるようなサービ

スを提供していきます。 
・明るく清潔で、挨拶を励行し、コミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気を備

えた、様々な活動や地域交流が生まれる場づくりを目指します。 
・受付には、常にスタッフなど１名は配置するなかで、利用者の立場に立って、かつ公

平なサービスの提供を実施していくとともに、利用受付時や利用の終了時の声かけな

ど、日頃の運営の中で利用者ニーズを把握できるような職員の育成につとめてまいり

ます。 
また、利用者には公平に利用していただくことをご理解いただき、利用上のルールや

マナーの順守を周知してまいります。 
 

②施設の利用に関する取り扱いについて 
   コミュニティハウス運営の柱の一つである貸室事業については、利用要綱や業務マ

ニュアルに基づいて一定のサービス水準を維持し、運営することを基本にしながら、

他の利用者への影響や公平性を損なわない範囲で、柔軟な運営や弾力的な対応を図っ

てまいります。  
快適な学習の場を提供するため、自習室の環境を整え、中学生から成人まで幅広く

活用していただく。 
学校の夏休み、冬休み、春休み期間、和室前のコーナーを仕切りオセロゲーム・将

棋などを貸し出し遊べるコーナーを開設する。 
 

③活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について 
  協会内で蓄積された団体活動の情報を、適正なルールに沿って提供してまいります。 
  また、区市民活動支援センターなどと連携を密にし、職員のコーディネート能力の育

成に努めてまいります。 
 
④ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて 

・利用者の声などでいただいたご意見等は、より良いサービスを提供するための資源

と受け止め、速やかに対応するとともに、公表してまいります。 
・コミュニティハウスが独自に保有する様々な情報については、横浜市が保有する情

報の公開に関する条例に基づき広く公開に応じることはもとより、コミュニティハウ

ス運営の基本となる年度ごとの事業計画書及び自主事業とその結果報告、コミュニテ

ィハウスの運営にご意見をいただく運営委員会や利用者懇談会などの資料は、自主的

に公開し、利用者の知る権利を尊重するとともに、コミュニティハウスの運営につい

て、利用者の理解と信頼を得られるよう努めてまいります。 



１ 施設管理に関する基本方針 
 
（４）施設の経営に関する考え方について 
 
  ① 本年度の経営に関する基本方針について 
  ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について 
  ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて 
 
① 本年度の経営に関する基本方針について 
 

＜緑区区民利用施設協会執務方針＞ 

・区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。 

・お客様の声をよく聞き、快適な施設環境を提供します。 

・お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。 

・個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。 

・職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。 

 

 
   地域に根ざした区民に親しまれる施設・誰もが気軽に利用できる施設 をスロー

ガンに、職員一丸となって施設運営を進めてまいります。 
   また、地域ニーズを的確に捉え、その要望に応える自主事業を実施するとともに

経費節減に努め、健全で透明性のある経営を進めてまいります。 
   
   様々な研修を通じて、スタッフ全員が自らのスキルの向上を図り、サービス水準

を維持するとともに、コミュニティハウスの運営に必要な情報の共有化については、

協会や館長からの様々な情報や取扱いの回覧、連絡ノートによる指示などにより、

周知・徹底を図ってまいります。 
  
② 効率的な運営のための具体的な計画について 

・経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～ 

すでに当協会で実施している、「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に、

効率よい管理とコスト削減を目指します。 

備品の修繕、清掃など、スタッフができることはできるだけ自前で行います。また、

スタッフにもこのような技能を持った地域住民を優先して採用します。 

 

・水道栓の絞り、こまめな温度調整や消灯で光熱費の削減を図ってまいります。 

 

・講師にはできるだけ近隣住民の方にお願いし、交通費を節約してまいります。 

 

・スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いしてまいります。 

 

・施設のメンテナンス経費について、併設の管理者と調整を図りながら、仕様書のチ

ェックや単価の見直しなどを行い経費削減に努めてまいります。 

 

 ・自主事業の実施に当たっては、出来るだけ利用率の低い時間帯や部屋で開催して 

まいります。 

 



 

③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて 

 

横浜市中期４か年計画 
   

    施策 35 水と緑にあふれる都市環境 

    施策 36 ３R が定着した夢のあるまち 
 

以上の市の計画を踏まえ、霧が丘コミュニティハウスでは以下のような取り組みを行って 

まいります 

   

  ・地域と協力し、敷地内の落ち葉を畑で肥料に変え，花壇で使用しています。 

 

 ・地域との連携事業として、年 2 回敷地内の花壇、また敷地周辺に利用者の方と一緒 

に花を植えています。 
  また地球温暖化対策として、ベランダにプランターでグリーンカーテンを作り、利

用される方に涼を感じていただく工夫をしております。 
 
・27 年度より「地域緑のまちづくり」の助成金を受け霧の里プール跡地の緑化計画を

進めております。地域の皆さま、利用者の皆さまの憩いの場となる緑地化へ向けて、

計画への参加、また管理・維持へ他併設施設と共に協力して参ります。 

 

 ・コミュニティハウスの利用者には、ごみの持ち帰りの徹底をお願いしてまいります。 

 

・コミュニティハウスから排出するごみは、極力抑制するとともに、分別を徹底し、 

資源化に努めてまいります。 

 
 ・古新聞は、地域と連携して防災への備えとして保管しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 施設管理に関する基本方針 
 
（５）職員体制・情報保持等の考え方について 
 
  ① 職員の配置及び採用について 
  ② 職員の研修計画について 
  ③ 個人情報の保護の措置について 
 
 ① 職員の配置及び採用について 

職種 人数 雇用形態・勤務体制 業務内容 必要な職能 

館長 １名 
常
勤 

9 時から 17 時勤

務就業規定通り

週 35 時間勤務 

管理・ 

運営統括 

マネジメント力、 

臨機応変の対応力、

折衝力、指導力 

館長補佐 １名 

非
常
勤 

館長休暇日及び

自主事業など 

施設管理、 

自主事業の開

催、庶務など

館長不在時の

統括 

企画力、調整力、 

応対力、 

パソコン技術 

スタッフ ７名 

主に夜間。２名

勤務のローテー

ション。図書貸

出 

利用案内・ 

受付など 

コミュニケーション

力、応対力など 

 

原則的に月に一度の施設点検日及び年末・年始の６日間を除いて、毎日午前９時から

午後９時まで（ただし、日曜・祭日は午後５時まで）開館することから、常に館長、

館長補佐、スタッフを配置し、滞りの無い運営とサービスの提供を行なってまいりま

す。 

 

・館長   １名を配置します。地域に精通し、施設管理や運営に意欲があり、かつ地

域や関係機関との調整の出来る人材を配置します 

・館長補佐 １名を配置します。館長休暇日の館長代理として勤務につけるよう地域に

精通し、施設管理や運営や自主事業の企画に意欲があり、かつ館長の補佐

のできる人材を配置します。 

・スタッフ  夜間及び図書 ７名を配置します。利用者の対応や苦情などに的確に対応

でき、協調性のある人材を、地域での活動実績にも配慮しながら採用しま

す。17 時以降２名体制でシフトを組みます。近隣地域からのスタッフを採

用することにより、勤務の交代が必要なときでも調整が容易で、人員体制

を円滑に維持できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
② 職員の研修計画について 
 

緑区区民利用施設協会研修スケジュールに沿って滞りなく研修を行い、業務の習熟を

図ってまいります。また、併設の施設と共同で、消防訓練を年２回開催し、自衛消防

力の向上を目指してまいります。 
  

予定月 項     目 参加体制 

４月上旬 個人情報取扱い研修 全員 

４月上旬 人権研修 全員 

６月上旬 防犯対応研修 全員 

６月中 市役所ゴミ０対応研修 １名 

９・1月 防災対応研修 全員 

１０月中 施設管理者研修 １名 

１１月下旬 救急救命研修（ＡＥＤ他） 全員 

１２月下旬 人権研修 全員 

３月中 接遇研修 全員 

随 時 OJT 研修 全員 

 
③ 個人情報の保護の措置について 
・個人情報の取り扱いについては、横浜市個人情報保護条例、個人情報取扱特記事項及

び地区センター等個人情報保護方針を遵守するよう研修などで職員に徹底してまい

ります。 

また、個人情報取扱特記事項チェックリストにより理解度を点検するとともに、情報

に接触できる職員を制限するなど、情報管理の適正化について、個人情報の厳格な管

理を徹底し、情報の流出を防止するため、個人情報の持ち出し厳禁、パソコン等の盗

難防止策、資料送付等における誤送付防止などを徹底します。 

 

･ＯＥＣＤの理事会で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通について

の勧告」の中に記述されている、個人情報取扱い８原則の徹底を図り、定例的に館長

が確認します。 

 

・個人情報が、万一漏洩した場合は、速やかに漏洩の個人情報当事者に謝罪と原因説明

を行うとともに、誤った情報の回収と正しい情報の送達を行うようマニュアルを作成

しました。 

また、施設協会事務局及び区役所管轄課へ報告し、指示を仰ぎ、漏洩の防止対策を講

じるとともに、漏洩原因・対策などを公開してまいります。 

 

 



１ 施設管理に関する基本方針 
 

 
（６）緊急時対策について 
 
  ① 防犯、防災の対応について 
  ② その他緊急時の対応について 
  
 
 緊急時の体制について 
 ・コミュニティハウス及び施設協会内に緊急連絡体制が整えられています。万一の際

の迅速な初動体制を確保するとともに、併設の施設との間の連絡体制を整備し、情

報の共有化と相互扶助にも努めています。 
 
 ・緑消防署の指導を受け、年２回霧の里一斉消防訓練を実施しています。 
 ・緑警察署の指導を受け、防犯対応研修を実施します。 
 ・協会の「防犯マニュアル」｢防災マニュアル｣を定例的に職員間で確認します。 

また、地域との連携により火災等に備えて、スタッフへの防災訓練等を複数回実 
施し、防災力の向上に努めてまいります。 

・職員が定期的に館内を巡回し、受付窓口での記入、職員による声かけなどを徹底す

るなかで、事故や犯罪の防止に努めてまいります。 
・他の施設で発生した事故や新聞情報などで事故に接した場合は、職員間で事故の状

況を検証し、コミュニティハウスにおける防止対策などに生かしてまいります。 
・万一事故等が発生した場合は、協会・区役所との緊密な連携の基に対応してまいり

ます。 
・風水害等の災害に際しては、緑区役所と施設協会の管理している中山地区センター

が締結している防災協定に準じて、コミュニティハウスにおける受け入れ等の体制

を整えてまいります。 
 

 
 緊急時の体制について 

 

事故・災害発生 

館長補佐・スタッフ 
指示 

報告 

応急処置 

事故、災害 

被害者の家族 

施設協会・緑区 

警察・消防 

報告 連絡

事故報告書 

作成 

連絡 応急処置・付き添い 

被 害 者 

運営委員長・館 長 

現場指揮 



１ 施設管理に関する基本方針 
 

 
（７）施設の保全について 
 
  ① 建物・設備等の保守・点検ついて 
  ② 清掃業務について 
  ③ 植栽・樹木の維持管理について 
 
 

・維持管理については、利用者の方々が、気持よく、安心・安全に施設を利用してい

ただけるように、できるところは自力で行い、資格や専門知識・技術の必要な分野

は専門業者に委託し適正に行っていきます。 

 ・建物、設備、備品などの日常的な保守点検は、スタッフが効率よく漏れなく確認で

きるよう点検実施表を用いて行います。 

  

① 建物・設備等の保守・点検ついて 

・併設の施設と共同で、建物内外の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電

気・空調設備及び給排水衛生設備など施設内の総合的な保守点検を委託し、安全で

快適な環境を保持してまいります。 

  保守・点検のなかで指摘された不具合については、早急に話し合い、対策を講じ危

険等の除去に努めてまいります。 

 ・個々の設備の保守は、それぞれの専門事業者に委託し、定期的に点検を行い、運転

に万全を期してまいります。 

② 清掃業務について 

 ・日常的な清掃は、スタッフが行い、快適な環境を保持してまいります。 

 ・日常清掃では負えないカーペットやガラス清掃、などは、年に３～4 回、専門家に

委託した清掃により行い、清潔な施設と環境を保持してまいります。 

③ 植栽・樹木の維持管理について 

・小学校跡地という恵まれた敷地を最大限生かしていけるよう環境保全と緑化に努め

ます 

・敷地内の植栽等については、適切な時期に委託による剪定を行い、開放感のある敷

地を維持してまいります。  

・落葉樹の落ち葉の清掃については、地域の皆様の協力や併設の施設と共同で、スタ

ッフによる清掃で清潔な状態を維持してまいります。 

・27 年度より「地域緑のまちづくり」の助成金を受け、霧の里プール跡地の緑化計画

を進め、地域の皆さま、利用者の皆さまの憩いの場となる緑のスペースが出来上が

りました。管理・維持へ他併設施設と共に協力してまいります。 

④ 保安警備 

・職員が見回り、受付窓口での来館記録、声かけなどの実施。専門業者に施設全体の

機械警備を委託するほか、年末年始も職員スタッフが定期的に見回りをします。 

   



２ 自主事業に関すること 
 

 
（１）自主事業計画に対する基本的な考え方 

① 自主事業について 
② 自主事業の運営方法について 
③ ＰＲの強化について 

 
 

～地域の方々の自主的な活動・交流のきっかけづくりをコーディネートします～ 

「地域活動の拠点として、地域と人、人と人を結ぶ場であり、地域コミュニティを生

み出す場」この役割を果たす大きな柱の事業として、誰でも気軽に参加できる自主事

業を企画・実施し、「いきいきと心豊かな生活をおくるきっかけづくりや仲間づくり」

をコーディネートしていきます。又、継続的に活動・交流が続けられるよう支援も行

っていきます。 

 

～子どもと大人が一緒に楽しめる、バラエティに富んだ自主事業を展開します～ 
 

①自主事業について 
利用者のニーズを把握し、魅力ある自主事業を計画します。 

   具体的な自主事業は、自主事業計画書（様式１，２）で定めます。 
 
②事業の運営方法について 
   コミュニティハウス運営の柱の一つである自主事業については、大勢の誰もが参

加しやすくするために参加費を廉価にしてまいります。 
   

事業終了後にグループ組織の立ち上げを打診し、自主的な活動を促し、地域コミ

ュニティの醸成に繋げてまいります。 
   

   常に他施設の自主事業等の状況を把握し、ニーズの把握に努める一方、連携して

の実施や競合を避けることなどを考えてまいります。 
 
③ＰＲの強化について 
   今まで利用のないお客様を新たな顧客とするために、連合自治会にお願いして、

自主事業のチラシ配付を行い、コミュニティハウスのＰＲを始めとして自主事業

への参加を促してまいります。 
 
④稼働率の低い夜間の利用拡大について 
   スタッフを２名配置して、夜間の自主事業の実施を進めます。 

 

 



３ 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて（必要に応じて別紙(様式任

意)で作成をお願いします。） 
 

 
（１）稼働率向上に向けた取り組みについて 

（目標 稼働率  ２%） 
（２）利用料金収入増に向けた取り組みについて 

（目標 利用料金収入平成   年度実績  ２％増） 
（３）幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて 
（４）その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて 
 
 
（１）年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みについて 
  （平成２９年度比 ２％増加） 
 

・コミュニティハウスの利用方や自主事業を、自治会等チラシ回覧や近隣の学校( 

小中高)へ PR の強化を行ってまいります。 
 ・稼働率の低い夜間時間帯の自主事業を開催します。 
 
（２）幅広い年齢層を対象とした自主事業の実施に向けた取り組みについて 

・コミュニティハウス運営委員会や利用者懇談会の開催、自主事業参加者への満足度

アンケートなどにより利用者のニーズを把握し、それらを自主事業計画に反映して

まいります。 

 
 
（３）その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて 

・地域には、コミュニティハウスを繰り返し利用される方と、全く利用されない方が

います。利用されている方々からは、受付や終了時の声かけなどを通じて、利用者

のニーズを汲み取れるよう、対話を大切にし、職員間での情報の共有を行う事によ

り、潜在的なニーズの掘り起こしにつなげます。 

・利用されていない方々のニーズは、様々な事業展開の中でニーズの掘り起こしや、

地域（自治会等）へのチラシ回覧などの情報提供を通じて関心を持っていただくこ

とにより、利用促進を図ります。 

・施設の掲示板を利用して、外からでも見えるように、施設の魅力を発信してゆきま

す。 

 
 
 

 



（様式３）

団体名

①募集対象

事業名 ②募集人数

③一人当たり参加費
指定管理料
から充当 参加費 講師謝金 材料費 その他

小学生

母の日のプレゼントつくり 15名

500円

小・中学生・成人

みどりでつながろう！ 200名

0円

小・中学生・成人

和楽器をたのしもう 20名

100円

幼児親子

おはなしポケットのおはなし会 10組20名

100円

成人

フラワーアレンジメント 10名

2000円

成人

終活セミナー 30名

200円

小学生

こどもアート教室 10名

100円

成人

ヨーガ教室 15名

100円

成人

お茶を楽しむ 30名

300円

成人

書の時間 15名

600円

小・中学生・成人

卓球教室 50名

200円

小・中学生・成人

バドミントン教室 30名

200円

幼児～成人

過ぎし日に想いをはせて 50名

0円

小・中学生・成人

霧の里連携事業 300名

0円

成人

インターネット活用講座 30名

500円

333,000 216,500 116,500 185,000 142,000 6,000

事業ごとの事業内容等は別紙「自主事業別計画書」に記載してください。

0

40,000

21,000 15,000 6,000 15,000 6,000 0

10,000 2,500 7,500 0 10,000

40,000 0 0

自　　主　　事　　業　　予　　算　　額　

支出収入
総経費

横浜市霧が丘コミュニティハウス指定管理者自主事業計画書

霧が丘コミュニティハウス

40,000 0

0 020,000

20,000 0 020,000 16,000 4,000

20,000 8,000 12,000

10,000 4,000 6,000 5,000

30,000 10,000 20,000 10,000 20,000 0

5,000 0

10,000 0

0 0

20,000 19,000

30,000 12,000 18,000 30,000

1,000 10,000

15,000 7,000 8,000 5,000

40,000 31,000 9,000 25,000 15,000 0

10,000 0

6,000 0

5,000 0

21,000 11,000

5,000 5,000 0 0

10,000 15,000

合　　　　計

0

31,000 16,000 15,000 20,000 5,000 6,000

20,000 20,000 0 10,000 10,000



（様式４）

団体名

事業名

事業名

事業名

事業名

通年　計１２回

目的・内容

おはなしポケッ
トのおはなし会

〈目的〉親子で一緒におはなしの時間を楽しみます。
〈内容〉子どもたちを惹きつける読み聞かせや手遊びで楽
しい時間を過ごします。幼児期にお話を聞くことは心身の
発達を促すだけでなく、本を読むきっかけ作りにも役立ち
ます。お母さんたちの交流・情報交換の場にもなります。

実施時期・回数

目的・内容

和楽器をたのし
もう

〈目的〉日本の伝統楽器に触れ、和楽器の楽しさを知る。
〈内容〉筝・三味線・尺八を体験して、簡単な曲を演奏で
きるようになります。講師の方の演奏を聴き、和楽器の音
色を楽しみます。

実施時期・回数

実施時期・回数

目的・内容

みどりでつなが
ろう！

６月　１１月
計２回

２月　　　1回

〈目的〉敷地内の花植え、剪定、地域住民の交流
〈内容〉温暖化防止と環境美化を目的に取り組みます。ま
た、広い敷地内に木々による死角を作らないよう防犯目的
も兼ねています。緑区の名の通り、緑化に取り組み広い敷
地内の潤い、景観整備を行います。

横浜市霧が丘コミュニティハウス指定管理者自主事業別計画書（単表）
霧が丘コミュニティハウス

目的・内容等 実施時期・回数

母の日のプレゼ
ントつくり

〈目的〉５月の第２日曜日母の日のイベントとして行いま
す。
〈内容〉日頃の感謝の気持ちをこめて、プレゼントを作り
ます。子どもたちの自由な発想を大切に心を込めた作品を
仕上げます。

５月　１回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

フラワーアレン
ジメント

〈目的〉季節の花に触れ、アレンジメントを楽しみます。
〈内容〉季節の花を飾り、四季を感じるとともにアレンジ
メントの基本を学び、楽しみます。

12月　3月
計2回

目的・内容 実施時期・回数

終活セミナー

〈目的〉より良い老後とエンディングや、心のケアについ
て学ぶ。
〈内容〉いざという時の為に、老前整理やエンディング
ノートについて理解を深め、より良い老後について気付き
を得る。

５月～２月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

こどもアート教
室

〈目的〉季節をテーマにした作品作りに親しみます。
〈内容〉子どもの伸びやかな感性を、絵や工作で表現しま
す。季節に沿ったテーマの作品作りを楽しみます。

６月～７月
１０月～１２月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

ヨーガ教室

〈目的〉健康に対する意識を高める。日頃の運動不足の解
消に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈内
容〉日々の生活の中でも取り入れられる、ヨーガを学びま
す。夜の時間帯を利用して、日中のあわただしい生活から
のリラックス効果を得る。

通年　１２回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

事業名 目的・内容 実施時期・回数

バドミントン教
室

〈目的〉小学生・中学生・成人がバドミントンを通して交
流を図ります。
〈内容〉初心者、経験者を問わず、楽しみ交流します。

５月　１０月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

お茶を楽しむ

〈目的〉日本の伝統文化・茶道に触れます。日常から一時
離れ、心身ともにリラックスできる時間を過ごします。
〈内容〉季節に応じた茶道の基本を学び、お抹茶を頂き交
流を深めます。和楽器の演奏も楽しみます。

７月　２月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

書の時間
〈目的〉書く楽しみを味わう。
〈内容〉年賀状などの書き方の基本を学び、季節の作品作
りにも挑戦します。

１２月　　１回

目的・内容 実施時期・回数

卓球教室

〈目的〉小学生・中学生・成人が卓球を通して交流を図り
ます。6月は父の日のイベントとして行います。
〈内容〉世代を超えて楽しめる卓球。初心者から経験者を
問わず、楽しみ交流します。

６月　１１月
計２回



（様式４）

事業名

事業名

事業名

目的・内容 実施時期・回数

過ぎし日に想い
をはせて

〈目的〉日本の戦争の歴史について振り返ります。
〈内容〉日本人が忘れてはならない終戦の日。繰り返して
はならない戦争の悲惨さと平和の尊さについて考えます。
関連書籍の展示等を行います。

８月　１回

目的・内容 実施時期・回数

霧の里連携事業

〈目的〉施設が地域と共に連携を図ることを目的として行
う。
〈内容〉交通安全教室や講演など地域住民を広く対象とし
た行事を設定します。

４月～１１月
計２回

目的・内容 実施時期・回数

インターネット
活用講座

４月　２回

<目的>　日頃の生活の中で良く耳にする、ブログ・ツイッ
ターなどを知り活用方法を学ぶ。

<内容>ツイッターの基礎から学び、ツイッターデビューを
体験する。また、ブログについて知識を深めると共に、開
設方法などを学ぶ。



（指定管理者が記⼊する様式）

収⼊の部 （税込、単位︓円）
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

14,606,000 14,606,000 14,606,000 横浜市より
0 0 0

116,500 116,500 116,500

0 0 0

151,500 0 151,500 0 151,500

印刷代 150,000 150,000 150,000

⾃動販売機⼿数料 0 0 0

駐⾞場利⽤料収⼊ 0 0 0

その他（古紙・利⼦他） 1,500 1,500 1,500

14,874,000 0 14,874,000 0 14,874,000

⽀出の部
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

7,730,000 0 7,730,000 0 7,730,000

7,166,000 7,166,000 7,166,000

550,000 550,000 550,000

0 0 0

8,000 8,000 8,000

6,000 6,000 6,000

0 0 0

1,244,000 0 1,244,000 0 1,244,000

27,000 27,000 27,000

280,000 280,000 280,000

20,000 20,000 20,000

282,000 282,000 282,000

150,000 150,000 150,000

31,000 0 31,000 0 31,000

横浜市への⽀払分 0 0 0

その他 31,000 31,000 31,000

110,000 110,000 110,000

122,000 122,000 122,000

30,000 30,000 30,000

20,000 20,000 20,000

21,000 21,000 21,000

120,000 120,000 120,000

31,000 31,000 31,000

0 0 0

333,000 0 333,000 0 333,000

333,000 333,000 333,000

0 0 0

3,441,000 0 3,441,000 0 3,441,000

1,226,000 0 1,226,000 0 1,226,000

電気料⾦ 634,000 634,000 634,000

ガス料⾦ 500,000 500,000 500,000

⽔道料⾦ 92,000 92,000 92,000

980,000 980,000 980,000

553,000 553,000 553,000

61,000 61,000 61,000

621,000 0 621,000 0 621,000

空調衛⽣設備保守 0 0 0

消防設備保守 48,000 48,000 48,000

電気設備保守 50,000 50,000 50,000

設備総合巡視点検 40,000 40,000 40,000

特定建築物年間管理・ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝ 150,000 150,000 150,000

エレベーター 123,000 123,000 123,000

⾃動ドア 16,000 16,000 16,000

植栽管理 82,000 82,000 82,000

害⾍駆除清掃保守 50,000 50,000 50,000

駐⾞場設備保全費 0 0 0

その他保全費・１ 27,000 27,000 27,000 空気環境測定

その他保全費・２ 35,000 35,000 35,000 ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ水質検査・保守点検

0 0 0

1,051,000 0 1,051,000 0 1,051,000

0 0

1,039,000 1,039,000 1,039,000

2,000 2,000 2,000

10,000 10,000 10,000

1,075,000 0 1,075,000 0 1,075,000

1,075,000 1,075,000 1,075,000

0 0 0

0 0 0

14,874,000 0 14,874,000 0 14,874,000

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

管理許可・⽬的外使⽤許可収⼊
管理許可・⽬的外使⽤許可⽀出
管理許可・⽬的外使⽤許可収⽀

ニーズ対応費
⽀出合計

差引

⾃主事業費収⼊
⾃主事業費⽀出
⾃主事業収⽀

その他（県・市⺠税他）
事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）
本部分
当該施設分

事業所税
消費税
印紙税

共益費
公租公課

設備保全費
機械警備費

清掃費
修繕費

⾃主事業費
管理費
光熱⽔費

事業費
⾃主事業（指定管理料充当の⾃主事業）費

地域協⼒費

リース料
振込⼿数料

⼿数料

施設賠償責任保険
職員等研修費

備品購⼊費
図書購⼊費

使⽤料及び賃借料

会議賄い費
印刷製本費

事務費
旅費

退職給付引当⾦繰⼊額

消耗品費

通信費

健康診断費
勤労者福祉共済掛⾦

社会保険料
通勤⼿当

⼈件費
給与・賃⾦

収⼊合計

科⽬

⾃主事業収⼊
雑⼊

利⽤料⾦収⼊
⾃主事業（指定管理料充当の⾃主事業）収⼊

平成３０年度 「霧が丘コミュニティハウス」 収⽀予算書兼決算書

科⽬

指定管理料
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